
教保体第１５０３号 

令和５年１月６日 

 

 各市町村教育委員会教育長 

 各 県 立 学 校 長  様 

 各教育事務所（支所）長 
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学校保健安全法施行規則の一部改正について（通知） 

 

 標記の件につきまして、文部科学省総合教育政策局長から、別添（写）のとお

り通知がありました。 

 つきましては、本改正について教職員に対し周知をお願いいたします。 

 また、全ての学校等において自動車への乗降車の際に児童生徒等の所在を確

認することをお願いいたします。 

 なお、校外学習等の学校行事で自動車を利用する場合においても、同様の対応

になりますので、御承知おきください。 

 幼稚園及び特別支援学校においては、見落としを防止する装置を装備し所在

確認をすることをお願いいたします。 

 市町村教育委員会におかれましては、貴管下各学校等への周知につきまして

御配意くださるようお願いいたします。 

 

担 当：県立学校部保健体育課 

    健康教育・学校安全担当 阿久津広真 

電 話：０４８－８３０－６９６４ 

Email：a6960-01@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a6960-01@pref.saitama.lg.jp


埼玉県教育委員会
収受

'22.12.28
教 保 体
第　  号

㊢
















